
様式第１号（第６条関係） 

 

  令和  年  月  日 

 

寒河江市長        様 

 

                         〒 

                      住  所 

                      氏  名              

                       

令和５年度寒河江市移住者自動車運転免許取得等支援事業補助金交付申請書 

 

 令和５年度寒河江市移住者自動車運転免許取得等支援事業補助金交付要綱第６条の規定により、

関係書類を添えて申請します。 

□申請者は、令和５年度寒河江市移住者自動車運転免許取得等支援事業補助金交付要綱第３条に掲

げる要件のすべてに該当する者に相違ありません。 

該当する方にチェック □運転免許取得者   □講習等受講者 

転入前住所(申請者)  

電話番号 (申請者)  自動車教習所  

世 

帯 

員 

氏 名 続 柄 年 齢 職 業 

 世帯主   

    

    

    

    

補
助
対
象
経
費 

⑴自動車教習所経費（入校料、教習料及び検定料） 円 

⑵その他免許交付等に係る経費 円 

【Ａ】補助対象経費の合計 円 

【Ｂ】他団体及び企業等から受ける補助金等 円 

【Ｃ】ＡからＢを減じた額 円 

【Ｄ】Ｃの２分の１（1,000円未満切捨て） 円 

申 請 額 ※ 円 

※運転免許取得者はＤと１５万円のいずれか少ない方の金額 

講習等受講者はＤと１万円のいずれか少ない方の金額 

 

添付書類 

⑴ 戸籍の附票の写し又は除かれた戸籍の附票の写し（世帯全員の転入の日以前の住所がわかるもの） 

⑵ 住民票の写し（世帯員全員について記載されているもの） 

⑶ 転入前の居住地の市区町村が発行する申請者並びにその世帯主及び配偶者の納税証明書 

⑷ 市税等の納付状況及び戸籍の調査に係る同意書（様式第２号） 

⑸ その他必要と認められる書類 



 

令和５年度寒河江市移住者運転免許取得等支援事業補助金交付要綱（抜粋） 

 

第３条（補助対象者） 

補助金の交付の対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、転入の日から１年以内で、かつ、次

に掲げる要件のいずれにも該当する者とし、１世帯につき１名限りとする。 

⑴ 世帯主の転勤及び進学以外の理由で、本市に転入した転入若者夫婦又は転入子育て世帯の世帯員で

あること。 

⑵ 世帯員全員が転入の日以前に本市に住所を有していないこと。 

⑶ 補助金の交付を受けた日から３年以上本市に居住する意思があると認められる者であること。 

⑷ 世帯員に外国人を含む場合は、当該外国人が出入国管理及び難民認定法（昭和２６年政令第３１９

号）その他の法令に基づき、日本国に永住権を有している者であること。 

⑸ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けていない世帯に属する者であること。 

⑹ 補助対象者並びにその世帯主及び配偶者が市税等（転入前の居住地の市区町村税等を含む。）を滞納

していない者であること。 

⑺ 補助対象者及びその世帯員が過去に本補助金の交付を受けていない者であること。 

 

第１０条 （交付決定の取消し及び補助金の返還） 

市長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。 

⑴ 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

⑵ 補助金の交付決定に付した条件又は市長の指示に違反したとき。 

⑶ 対象期間に運転免許が発行されなかったとき又は発行される見込みがないとき。 

⑷ 補助金の交付を受けた日から３年以内に本市から転出したとき。 

⑸ この要綱に違反する行為があったとき。 

⑹ その他市長が必要と認めるとき。 


